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鳥羽　商品券 検索

※商品券のデザインは変更します。

配布予定

登録申込期限

注意点

対象者 令和８年３月１日時点で鳥羽市に住民登録が
あるかた

・商品券の再発行はできません。
・商品券の譲渡や売買並びに現金との引換えや払い戻しは
できません。
・商品券は、税金・公共料金などの支払、プリペイドカー
ドの換金性の高いものには使えません。
・たばこなどの購入には使えません。
・使用期限を過ぎた商品券は使用できません。
・商品券をご利用の際、つり銭のお返しはできません。
・登録していただいた取扱店以外での商品券の使用はでき
ません。

取扱店 鳥羽商工会議所ホームページ、または、広報
とば４月１日号をご覧ください。

※2月16日（月）正午までに登録すると、広報とば4月1日号に取扱店として掲載されます。

取扱店説明会を2月13日（金）午後３時から鳥羽商工会議所で行います。
登録方法など、鳥羽商工会議所のホームページで確認してください。

鳥羽市お
こめも買える商品券

「やまとたちばな」

　食料品価格などの物価高騰により影響を受けている市民のみなさんの生活支援、エネルギー価
格高騰の影響を受けている市内の店舗などへの支援を通じて、地域の消費喚起を図り、市内経済循
環の向上と地域経済の回復を目的とした「鳥羽市おこめも買える商品券」を配布します。

４月中旬
使用期間 ４月２２日（水）～７月３１日（金）

6月30日（火）第一次申込期限 2月16日（月）正午

鳥羽商工会議所　　　25ｰ2751（問い合わせ先）

鳥羽商工会議所
ホームページ

「鳥羽市おこめも買える商品券」を使用できる市内の取扱店を募集します

・専用券 8，０００円（１，０００円券　8枚）
 鳥羽市に本社所在地がある取扱店で使用可能
・共通券 7，０００円（１，０００円券　7枚）
 鳥羽市にある全ての取扱店で使用可能
※ただし、市定期船課での使用は共通券のみになります。

額面1人あたり　１5，０００円

パソコンで登録 スマートフォンで
登録URL　https://www.search.toba.or.jp/prem/

観光商工課商工労政係　　25 1ー156

表面 裏面

　2月8日（日）に衆議院議員総選挙が行われます。国政を託す人を選ぶ大切な選挙です。棄
権をせず、あなたの貴重な一票を生かすために、投票をお願いします。

2月8日（日）は
衆議院議員総選挙の投票日です

　18 歳以上のかた（平成 20年２月9日以前に生まれたかた）で、令和７年10月26日現在で市の住民基本台帳に登録があり、
令和 8 年 1月26日まで引き続き住所を有するかた。

　一部の投票所を変更しています。変更については次のとおりです。

　お住まいの地域で指定された投票所で投票できます。投票所入場券に記載されている投票所を確認してください。入場券
が届いていなかったり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿に氏名が載っていれば投票できますので、投票所の係員に尋
ねてください。

　仕事や外出などの事情により、投票日当日に投票に行けないかたは、期日前投票が利用できます。投票所入場券が届いている
かたは、あらかじめ裏面の宣誓書欄を記入のうえ、入場券を持参し期日前投票所で投票してください。入場券が届いていなかっ
たり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿に氏名が載っていれば投票できますので、投票所の係員に尋ねてください。

　今回の選挙から、１人１枚の圧着式ハガキで郵送しますので、お間違えのないようご注意ください。

投票日  2 月8日（日）　 投票時間  午前７時～午後６時（神島地区は午前６時30分～午後６時）

●市役所西庁舎の期日前投票
と　き  1 月 28日（水）～ 2 月 7 日（土） 午前８時30分～午後８時　 ところ  市役所西庁舎４階・第２小会議室

●離島の期日前投票
　投票できるのは、各離島に住民登録のあるかたのみです。

と　き  2 月 7 日（土）午前８時30分～午後５時
ところ  ・桃取コミュニティセンター　・菅島漁村センター　・答志コミュニティセンター　

　　　　・坂手老人憩の家（投票所が変更となっています）　・神島開発総合センター

●岩倉老人憩の家　→　加茂小学校体育館　　　　●坂手公民館　→　坂手老人憩の家

投票できるかた

投票所の変更

当日投票

期日前投票

投票所入場券が変わります

料金後納
郵 便

投票所入場券・期日前投票宣誓書は内側にあります。
矢印方向にゆっくりていねいに開いて中をご覧ください。
裏面からも同様に左下より開いて中をご覧ください。
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☆注意事項☆

◇　投票に行く際は、投票所入場券の部分を切

　り離して、投票所の受付に提出してください。

　　もし、紛失したときは、投票所でその旨を

　受付に申し出てください。

◇　この投票入場券がお手元に届いても、投票

　日当日に選挙権のない人は、投票できません。

◇　この投票所入場券は、本人以外使用できま

　せん。

　　※不正使用は罰せられます。

第51回衆 議 院 議 員 総 選 挙
第27回最高裁判所裁判官国民審査 投票所入場券
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②

１.投票する場合はこの入場券を持参してください。
２.期日前投票をされる方は、下記宣誓書に記入してください。
３.投票日当日に投票される方は記入不要です。

期日前投票宣誓書

私は、衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の当日、
下記のいずれかの期日前投票の事由に該当する見込みです。

◯ 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他用務に従事
◯ 用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在
◯ 疾病、負傷、出産、老衰、身体障がい等のため歩行が困難
　 又は刑事施設等に収容
◯ 交通至難の島等に居住・滞在
◯ 住所移転のため、本市以外に居住
◯ 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難

上記は、真実であることを誓います。

氏　　名

生年月日 大・昭・平 年　　　　月　　　　日

現　住　所

令和　　年　　月　　日

【期日前投票のお知らせ】

　投票日当日に投票所へ行くことができない人は、

期日前投票をご利用ください。

　※期日前投票を利用される場合は、

　　「期日前投票宣誓書」を事前にご記入ください。

期日前投票所

【投票所】
◇鳥羽市役所西庁舎４階第２小会議室

　午前８時30分から午後８時まで
　公示日の翌日から投票日の前日まで

　ただし各離島に住所のある方
◇各離島地区における投票所

　投票日の前日のみ
　午前８時30分から午後５時まで

●投票所入場券のイメージ

選挙管理委員会　選挙管理委員会　  25-1210 25-1210
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「物価高対応子育て応援手当｣ に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”に注意してください。
　自宅や職場などに鳥羽市から問い合わせを行うことがありますが、ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作をお願いすることや、
支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに鳥
羽市の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話（＃ 9110）に連絡してください。

「物価高対応子育て応援手当」の
支給についてのお知らせ

　令和７年 11月 21日に閣議決定された「強い経済を実現する総合経済対策」を受け、鳥羽市においても、
０歳から高校３年生までの子どもたちに１人当たり２万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
　本手当の受給には、原則、申請などの手続きは必要ありません。

１．対象児童
（１）令和７年９月分（※）の児童手当の支給対象児童
	 ※令和７年 9月に出生した児童については10月分

（２）�令和７年 10 月１日から令和８年３月 31 日までに出
生した児童

２．支給対象者
上記（１）の児童手当受給者、または上記（２）の保護者の
うち生計を維持する程度の高い者

３．支給額
対象児童１人につき２万円（１回限り）

４．支給時期
申請不要のかた（プッシュ型支給）：２月 10 日（予定）
対象のかたには、1 月中旬に案内文を発送済みですので、
内容を確認してください。

申請が必要なかた：申請書を受理した月の翌月末までに支給
※�振込通知は発行しませんので通帳記帳により確認してください。

５．支給方法
（１）児童手当受給者
	 児童手当受給口座に振り込みます。
	 ※�口座を解約している場合は、必ず子育て支援室へ連絡してく

ださい。
（２）申請を行った保護者（「６」の対象者）
	 申請書で指定した口座に振り込みます。
	 ※�口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給さ

れませんので、令和８年４月末までに必ず子育て支援室へ連
絡してください。

６．申請が必要なのはどんな場合？
　　次に該当するかたは申請が原則必要です。
・�令和７年 12 月 27 日から令和８年３月 31 日までに出生した

児童の保護者
・�令和 7 年 9 月 30 日時点で所属庁から児童手当を受給してお

り、本市に住民票のある公務員（下記「公務員のかたへ」を参照）
・�令和７年 12 月 27 日以降に離婚（離婚調停中等も含む）に

より児童手当の申請が必要になった保護者

下記の窓口または市ホームページから申請書を
ダウンロードし、必要事項を記入のうえ、子育
て支援室へ提出してください。

７．こんなときはどうなるの？
■引っ越した場合はどうなりますか？
　９月分（令和７年 9 月に出生した児童については 10 月分）
の児童手当を支給した市町村（特別区含む）から振り込まれます。
ご不明な点があれば、前述の引越前の市町村へ問い合わせてく
ださい。

■�ＤＶ被害により、こどもとともに避難していますが、
　どうなりますか？
　避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行って
いる場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、
なるべく早く避難先の市町村へ相談してください。住民票を動
かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありま
せん。

～公務員のかたへ～
公務員のかたは、申請書に所属庁の証明が必要となります。まずは
勤め先の児童手当担当者へ手続きについて確認してください。

問い合わせ先・窓口（鳥羽市役所）

問い合わせ先（国）

健康福祉課子育て支援室　　  25 ｰ1184　（受付時間：平日 8:30 ～17:15）

こども家庭庁コールセンター　  0120ｰ252 ｰ 071（受付時間：平日 9:00 ～18:00）

市ホームページ

健康福祉課子育て支援室  25 １ー１84

申請期限は、令和８年３月 31 日（必着）です。
※�児童手当法第 8 条 3 項の規定に該当する場合は、事由
発生日以後15日以内を申請猶予期限とします。（出生日
や災害などが影響する場合）

伊
勢
自
動
車
道雲出川

津IC

名松線
紀
勢
線

津

櫛田川松阪

国
道
23号

近鉄山田線

宮川

伊勢市

伊勢IC

勢和多気
JCT

多気

コース図

三重交通G
スポーツの杜 伊勢

（県営総合競技場）

W

N

E

S

11:00ごろ
ゴール

8:45
スタート

度会橋東詰
第9中継所

ジュニア以上男子6.925㎞

１0区

中日新聞
明和専売所前　

第7中継所

中学生女子
3.43㎞

8区

JAみえなか
くしだ支店前

第6中継所

一般女子
2.89㎞

7区

メガネ赤札堂前
第5中継所

ジュニア男子
6.36㎞

6区

大倉交差点
ガリバー前

第2中継所

中学生男子
3.83㎞

3区

県庁前
スタート

小学生女子
1.28㎞

１区 2区第1中継所
矢田カップ店前
小学生男子　1.85㎞

5区第4中継所
ファミリーマート三雲中道店北

ジュニア以上女子　5.45㎞

9区第8中継所
ザ・ビッグエクストラ玉城店前

40歳以上男子　4.60㎞

4区第3中継所
竹屋牛肉店前
ジュニア女子　5.58㎞

原
はら
　あずみ

（鳥羽小学校）

佐
さ
田
た
　蒼
そう
輔
すけ

（鳥羽小学校）

中
なか
村
むら
　正
まさ
仁
ひと

（ヤマモリ（株））

小
こ
久
く
保
ぼ
　桃
もも
愛
あ

（伊勢学園高校）

今
いま
井
い
　柚
ゆず
月
き

（明治国際医療大学）橋
はし
本
もと
　煌
こう
矢
や

（鳥羽東中学校）

西
にし
　航
こう
輝
き

（伊賀白鳳高校）

木
き
田
だ
　鈴
りん
華
か

（鳥羽東中学校）

古
ふる
川
かわ
　栞
しおり

（鳥羽東中学校）
西
にし
田
だ
　健
けん
一
いち
郎
ろう

（鳥羽商船高等専門学校）
松本　聖

（加茂中学校）

濱
はま
口
ぐち
　かなめ

（鳥羽小学校）

川
かわ
村
むら
　優
ひろ
和
わ

（鳥羽小学校）

伊
い
藤
とう
　和
かず
正
まさ

（神島小学校）

野
の
嶋
じま
　瑞
みず
葉
は

（安楽島小学校）

川
かわ
端
ばた
　來
くう
曖
あ

（鳥羽東中学校）

中
なか
山
やま
　礼
れい
路
じ

（鳥羽商船高等専門学校）

濱
はま
口
ぐち
　みさき

（鳥羽東中学校）

木
き
田
だ
　真

ま
鈴
りん

（鳥羽東中学校）
西
にし
村
むら
　旺
おう
輝
き

（伊勢学園高校）
中山　祐樹
（(有)中山建築）

監督 コーチ

　県庁前をスタートし、ゴールの三重交通Gスポーツの杜伊勢（県営総合競技場）までの１０区間をたすきでつない
で走る「美し国三重市町対抗駅伝」が今年も開催されます。
　ここでは鳥羽市選手団を紹介します。みなさん応援よろしくお願いします。

２月１５日（日）午前８時45分県庁前スタート （雨天決行）

第19回美し国三重市町対抗駅伝

交通規制にご協力をお願いします
開催に伴い、大規模な交通規制が実施されます。当日、お出かけの際は注意してください。
くわしくは、ホームページを確認してください。

フレッシュ鳥羽市！
　　　　キラリかがやけ！

教育委員会生涯学習課スポーツ推進係　教育委員会生涯学習課スポーツ推進係　  25 １ー２７１ 25 １ー２７１
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１ 人件費の状況（一般会計決算）
　人件費には一般職員のほか、市長、副市長等の特別職の給与や市議会議員の報酬などが含まれています。

区　分
住民基本
台帳人口
(R7.3.31)

歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率
（B ／A）

（参考）
令和 5 年度の

人件費率
令和 6 年度 16,250 人 13,318,460 千円 585,822 千円 2,712,064 千円 20.3％ 19.4％
※人件費には事業費支弁を含みます。

区　分 職員数（A）
給　　与　　費 一人当たり

給与費（B/A）給　料 職員手当 期末勤勉手当 計（B）
令和 6 年度 273 人 994,466 千円 175,542 千円 409,421 千円 1,579,429 千円 5,785 千円

２ 職員給与費の状況（一般会計決算）
　職員給与とは、人件費のうち一般職員に支給される給料諸手当をいいます。

※①職員手当には、退職手当は含まれていません。　②職員数は令和６年４月１日現在の職員数です。

３ 特別職の報酬等の状況

区　分 給料月額など

給
　
料

市　　　長
副　市　長
教　育　長

８９０，０００円
６９０，０００円
６１５，０００円

報
　
酬

議　　　長
副　議　長
議　　　員

４４３，０００円
３７７，０００円
３３７，０００円

期
末
手
当

市　　　長
副　市　長
教　育　長

（令和７年度支給割合）
  ６月期　１．７０月分
１２月期　１．８５月分
     計　　３．５５月分

（加算措置　　有）

議　　　長
副　議　長
議　　　員

（令和７年度支給割合）
  ６月期　１．55 月分
１２月期　１．７０月分
     計　　3．25 月分

（加算措置　　有）

（令和７年４月１日現在）

　市職員などに支給される給与は、国家公務員の給与制度に準じ、民間との比較やほかの地方公共団体の職員との
均衡を考えて、市の職員給与条例などで定められています。 総務課モチベーション係  25ｰ1113

（令和７年４月１日現在）
４ 定員の状況 部門別職員数の状況

区分　
　部門

職員数 対前年増減数
令和6年 令和7年 令和6年 令和7年

一
　
般
　
行
　
政
　
部
　
門

議　　会 ３ ３ ０ ０
総務企画 ５２ ５４ ３ ２
税　　務 １４ １４ △１ ０
民　　生 ６６ ６７ △１ １
衛　　生 ３１ ２７ △１ △４
農林水産 １３ １２ ０ △１
商　　工 １２ １１ ０ △１
土　　木 １８ １８ 　０ ０
小　　計 ２０９ ２０６ ０ △３

特
別

行
政
部
門

教　　育
消　　防

２２
４６

２１
４６

２
０

△１
０

小　　計 ６８ ６７ ２ △１
普通会計計 ２７７ ２７３ ２ △４

公
営
企
業
等

会
計
部
門

水　  道
交  　通
下 水 道
そ の 他

８
３１

２
１２

１０
３０

２
１１

０
△１

１
１

２
△１

０
△１

小　　計 ５３ ５３ １ ０
合　　計 ３３０ ３２６ ３ △４

※��職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有す
る休職者、派遣職員などを含み、再任用短時間勤務職員、会計年度
任用職員を除いています。

５ 職員の採用状況
　職員の採用は、行
政需要の動向や今後
の退職者数を考慮し
行っています。
　令和 7年度の新規
採用職員の状況は表
のとおりです。

※�退職者の豊かな知識と経験を活用するため、
条例に基づき再任用制度を実施しています。	
令和7年4月1日の再任用職員数は7人です（表の数には
含まれません）。

区　分 採用者数
一 般 事 務 職 7人
技術職（土木） 2 人
保 育 士 4 人
保 健 師 1 人
管 理 栄 養 士 1 人
消 防 職 1 人
合 計 16 人

６ 職員の退職者数
　令和6年度の職員の退職状況は表のとおりです。

区　分 定年 普通退職等 合計
市 長 部 局 等 2 人 15 人 17人
教 育 委 員 会 0 人 3 人 3 人
合 計 2 人 18 人 20 人

そのほかくわしくは、市ホームページをご覧ください。
　一人ひとりが適正な受診や健康維持に向けて取り組むことで、医療費の節約や医療機関への負担軽減につながり
ます。安心な医療の確保のため、できることから医療費の適正化に協力をお願いします。

はり・きゅう、あん摩・マッサージ、柔道整復の施術についてはり・きゅう、あん摩・マッサージ、柔道整復の施術について
　はり・きゅう、あん摩・マッサージ、柔道整復（整体・接骨）の施術について、次に示す一定の要件を満たす場合は、
療養費として健康保険の対象（自己負担2割または3割、後期高齢者のかたは1割・2割または3割）となります。要件を
満たさない場合は、全額自己負担となります。

■はり・きゅう　～次の要件をすべて満たすこと～
〇�神経痛・リウマチ・五十肩・頸

けい
腕
わん
症候群・頸

けい
椎
つい
捻
ねん
挫
ざ
後

遺症・腰痛症のいずれかであること
〇�医師による適当な治療手段がなく（医療機関による治
療の結果、効果が現れなかった場合など）、はり・きゅ
うの施術を受けることを認める医師の同意があること

※�はり・きゅうの施術を受けながら並行して医療機関で同じ傷病
の診療を受けた場合（湿布や薬の処方も含む）、はり・きゅうの
施術は健康保険の対象になりません。

■あん摩・マッサージ
　筋麻

ま
痺
ひ
・関節拘

こう
縮
しゅく
などの症状が認められ、医療上あん

摩・マッサージが必要と医師が同意している場合。
※�疲労回復や慰安目的などのマッサージは、健康保険の対象とな
りません。

■柔道整復（整体・接骨）
　急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷（肉離れなど）・
骨折・脱臼（骨折および脱臼の場合は、応急の場合を除
いて医師の同意が必要です）
※�脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の
施術、同じ負傷を医療機関で治療中のものなどは健康保険の対
象になりません。

注意事項
・�療養費の支給手続きには「療養費支給申請書」が必要です。
申請書の内容（傷病名・日数・金額など）を確認し、委任欄
にご自身で署名・押印してください。

・�領収書は医療費控除を受ける際に必要となりますので、
必ず受け取り、大切に保管してください。

◦はしご受診・頻回受診について
　同じ疾患で複数の医療機関にかかる「はしご受診」
や、一定回数以上受診する「頻回受診」は、医療費増
加につながるほか、薬の重複や体への負担が懸念さ
れます。まずはかかりつけ医を受診してください。

◦ポリファーマシーについて
　たくさんの薬を服用することにより、副作用や体
調に好ましくない影響を起こすことをポリファーマ
シーといいます。同時に複数の医療機関や薬局を利
用している場合でも、お薬手帳を1冊にまとめ、医
師や薬剤師に薬の重複や飲み合わせなどもチェック
してもらいましょう。

◦糖尿病性腎症について
　糖尿病性腎症は糖尿病の合併症の一つです。放っ
ておくと人工透析が必要になる可能性が高まります
が、早めに適切な治療と生活習慣の改善を行えばそ
の危険性が減り、身体的な負担や医療費の増加を防
ぐことができます。まずは健診を受け、糖尿病の疑
いのあるかたは早めの受診を行い、継続的な治療を
行ってください。

◦ジェネリック医薬品について
　適正受診と合わせて、薬と上手に付き合うことも医療費の節約につ
ながります。ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬（先発医薬品）
と同等の効果がありますが価格が安く設定されています。国の安全基
準を満たした信頼できる薬なので、医師や薬剤師と相談して積極的に
活用してください。

◦特定保健指導の実施について
　特定健診や市の人間ドックを受診されたかたは、結果に応じて生活習慣
の見直しに向けた特定保健指導を実施しています。疾病の重症化予防や
健康増進への大切な取り組みですので、通知の届いた対象のかたは積極
的に取り組んでください。

◦マイナ保険証について
　マイナ保険証は、本人が同意すれば、医療機関などでこれまでの特定
健診情報や薬剤情報が医師などと共有でき、より適切な医療が受けら
れます。また、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが
免除されたり、マイナポータルで自身の健診情報などが確認できます。
　くわしくは、QRコードから確認し
てください。
※�国民健康保険の加入・脱退の届出は、
従来通り窓口にて14日以内に手続き
が必要です。

マイナ保険証
利用申込手順

マイナ保険証
利用のメリット

市職員の給与状況を公表します
　国民健康保険・後期高齢者医療保険は、病気やケガに備えて被保険者のみなさんが保険税・料を出し合い、
医療が受けられる健康保険制度です。健全な運営に向けて、適正な受診の心がけや注意点についてお知らせします。

国民健康保険・後期高齢者医療保険国民健康保険・後期高齢者医療保険からのからのお知らせお知らせ
市民課保険年金係  25ｰ1148
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